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明石 市 広 告掲 載 基 準  

 
（趣 旨 ）  
第１ 条  この 基 準 は、 明 石 市広 告 掲 載指 針 第 ３条 第 ２ 項に 規 定 する

基準 と し て定 め る もの で あ り、 広 告 掲載 の 可 否に つ い ては 、 こ の

基準 に 基 づき 判 断 を行 う も のと す る 。  
（広 告 全 般に 関 す る基 本 的 な考 え 方 ）  
第２ 条  市の 広 告 媒体 に 掲 載す る 広 告は 、 社 会的 に 信 用度 の 高 い情

報で な け れば な ら ない た め 、広 告 内 容及 び 表 現は 、 そ れに ふ さ わ

しい 信 用 性と 信 頼 性を 持 て るも の で なけ れ ば なら な い 。  
（屋 外 広 告に 関 す る基 本 的 な考 え 方 ）  
第 3 条  兵庫 県 屋外 広 告 物条 例（ 平 成 4 年 兵 庫県 条 例第 22 号 ）第 2

条に 定 め る許 可 を 要す る 広 告の 内 容 及び デ ザ イン に つ いて は 、 当

該広 告 を 掲出 す る 地域 の 特 性及 び 都 市の 美 観 風致 に 配 慮す る と と

もに 、 自 動車 等 運 転者 の 注 意力 を 散 漫に す る など 交 通 の安 全 を 阻

害す る も ので あ っ ては な ら ない 。  
（規 制 事 業者 又 は 業種 ）  
第４ 条  次の 各 号 に定 め る 事業 者 の 広告 は 、 掲載 し な い。  
（１ ）暴力 団 員 によ る 不 当な 行 為 の 防止 等 に 関す る 法 律（ 平成 3 年

法律 第 77 号） 第 ２ 条第 ２ 号 に規 定 する 暴 力 団又 は 暴 力団 の 構

成員 で あ ると 認 め るに 足 り る相 当 の 理由 の あ る事 業 者  
（２ ） 民 事再 生 法 （平 成 11 年 法律 第 225 号） 及 び会 社 更 生法 （ 平

成 14 年 法 律第 154 号 ） によ る 再 生 ・更 生 手 続中 の 事 業者  
（３ ） 各 種法 令 に 違反 し て いる 事 業 者  
（４ ） 法 令等 に 基 づく 必 要 な許 可 等 を受 け て いな い 事 業者  
（５ ） 社 会的 信 用 を著 し く 損な う よ うな 問 題 を現 に 起 こし て い る事

業者  
（６ ） 行 政機 関 か らの 行 政 指導 を 受 け、 改 善 がな さ れ てい な い 事業

者  
（７ ） 明 石市 入 札 参加 者 等 指名 停 止 基準 （ 平 成６ 年 ７ 月６ 日 制 定）
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に基 づ く 指名 停 止 を受 け て いる 事 業 者  
（８ ） そ の他 市 長 が広 告 を 掲載 す る こと を 不 適切 と 認 める 事 業 者  
２  次 の 各号 に 定 める 業 種 の広 告 は 、掲 載 し ない 。  
（１ ）風 俗 営 業等 の 規 制及 び 業 務の 適正 化 等 に関 す る 法律（ 昭 和 23

年法 律 第 122 号）第 ２条 に 規 定す る 風俗 営 業 及び 性 風 俗関 連 特

殊営 業 並 びに こ れ らに 類 似 する 業 種  
（２ ） 消 費者 金 融  
（３ ） た ばこ  
（４ ） イ ンタ ー ネ ット 異 性 紹介 事 業 を利 用 し て児 童 を 誘引 す る 行為

の規 制 等 に関 す る 法律（ 平 成 15 年 法律 第 83 号 ）第２ 条 第 ２号

に規 定 す るイ ン タ ーネ ッ ト 異性 紹 介 事業  
（５ ） ギ ャン ブ ル に係 る も の  
（６ ） 占 い、 運 勢 判断 等  
（７ ） 興 信所 ・ 探 偵事 務 所 等  
（８ ） 法 律の 定 め のな い 医 療類 似 行 為を 行 う もの  
（９ ） そ の他 市 長 が広 告 を 掲載 す る こと を 不 適切 と 認 める 業 種  
３  前 項 に定 め る 規制 業 種 を含 む 複 数の 業 種 に携 わ る 事業 者 に つい

ては 、 規 制業 種 に 関連 し な い内 容 の 広告 に 限 り、 本 基 準に 定 め ら

れた 規 制 の範 囲 内 でそ の 掲 載を 認 め る。  
（掲 載 基 準）  
第５ 条  明石 市 広 告掲 載 指 針第 ３ 条 第２ 項 の 規定 に よ り広 告 掲 載し

ない 広 告 は、 次 の とお り と する 。  
（１ ） 法 令等 に 違 反す る も の又 は そ のお そ れ があ る も の。 例 え ば、

次の よ う なも の を いう 。  
ア  法 令 等 によ り 製 造、 販 売 、提 供 等 をす る こ とが 禁 止 され て

いる 商 品 又は サ ー ビス を 提 供す る も の  
イ  法 令 等 に基 づ く 許可 等 を 受け て い ない 商 品 又は サ ー ビス を

提供 す る もの  
ウ  そ の 他 粗悪 品 等 広告 掲 載 が適 当 で ない と 認 めら れ る 商品 又

はサ ー ビ スの 提 供 に係 る も の  
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（２ ） 公 の秩 序 又 は善 良 の 風俗 に 反 する も の 又は そ の おそ れ が ある

もの 。 例 えば 、 次 のよ う な もの を い う。  
ア  暴 力 、 とば く 、 覚せ い 剤 等規 制 薬 物の 乱 用 、売 春 等 の行 為

を推 奨 し 、肯 定 し 、又 は 美 化し た も の  
イ  醜 悪 、 残虐 、 猟 奇的 で あ る等 公 衆 に不 快 感 を与 え る おそ れ

のあ る も の  
ウ  性 に 関 する 表 現 で、 露 骨 、わ い せ つな も の 又は 裸 体 を含 む

もの  
エ  犯 罪 を誘 発 す るも の 又 はそ の お それ の あ るも の  
オ  そ の他 社 会 的秩 序 を 乱す お そ れ のあ る も の  

（３ ） 基 本的 人 権 を侵 害 す るも の 又 はそ の お それ が あ るも の 。 例え

ば、 次 の よう な も のを い う 。  
ア  他 の 者 をひ ぼ う 、中 傷 若 しく は 排 斥し 、 若 しく は 他 の者 の

名 誉又 は 信 用を 毀 損 し、 若 し くは 業 務 を妨 害 す るも の 又 はこ

れら の お それ の あ るも の  
イ  人 種 ・ 性別 ・ 心 身の 障 が い等 に 関 する 差 別 的な 表 現 その 他

不 当な 差 別 につ な が る表 現 等 を含 み 、 基本 的 人 権を 侵 害 する

もの 又 は その お そ れの あ る もの  
ウ  第 三者 の 氏 名、写真 、談話 及 び商 標、著 作権 そ の 他の 財 産 権

を 無断 で 使 用し た も の若 し く はプ ラ イ バシ ー 等 を侵 害 す るも

の又 は こ れら の お それ の あ るも の  
（４ ） 政 治性 の あ るも の 。 例え ば 、 次の よ う なも の を いう 。  

ア  公 の 選 挙若 し く は投 票 の 事前 運 動 に該 当 す るも の 又 はそ の

おそ れ の ある も の （選 挙 広 告を 含 む 。）  
イ  政 治 団 体に よ る 政治 活 動 を目 的 と する も の 又は そ の おそ れ

のあ る も の（ 政 党 広告 を 含 む。）  
（５ ） 宗 教性 の あ るも の 。 例え ば 、 次の よ う なも の を いう 。  

ア  宗 教 団 体に よ る 布教 推 進 等を 目 的 とす る も の又 は そ のお そ

れの あ る もの  
（６ ） 社 会問 題 に つい て の 主義 主 張 。例 え ば 、次 の よ うな も の をい
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う。  
ア  個 人 又は 団 体 の意 見 広 告  

（７ ） 内 容又 は 責 任の 所 在 が不 明 確 なも の 。 例え ば 、 次の よ う なも

のを い う 。  
ア  広 告 主の 法 人 名（ 法 人 格を 有 し ない 団 体 の場 合 は 代表 者 名）

が明 記 さ れて い な いも の  
イ  広 告 主 の所 在 地 及び 固 定 電話 の 連 絡先 が 明 記さ れ て いな い

もの  
ウ  代 理 店 、副 業 、 内職 、 会 員の 募 集 等で 、 そ の目 的 、 内容 又

は責 任 の 所在 が 不 明確 な も の  
エ  通 信 販 売で 、 連 絡 先、 商 品 名、 内 容、 価 格 送料 、 数 量 、引

渡し 、 支 払方 法 、 返品 条 件 等が 不 明 確な も の  
オ  通 信 教育 、講習 会 、塾 又 は 学校 類 似の 名 称 を用 い た もの で 、

その 実 体 、内 容 又 は施 設 が 不明 確 な もの  
（８ ） 虚 偽の 内 容 又は 事 実 と異 な る 内容 を 含 むも の 、 事実 を 誤 認す

る おそ れ が ある も の など 、 消 費者 被 害 の未 然 防 止及 び 拡 大防 止

の観 点 か ら適 切 で ない も の 。例 え ば 、次 の よ うな も の をい う 。  
ア  不 当 景品 類 及 び不 当 表 示防 止 法（ 昭和 37 年 法律 第 134 号）

に反 す る もの  
イ  誇 大 な 表現 （ 誇 大広 告 ） 及び 根 拠 のな い 表 示や 誤 認 を招 く

よう な 表 現を 含 む もの  
ウ  射 幸 心を 著 し くあ お る 表示 又 は 表現 を 含 むも の  
エ  社 会 的 に認 め ら れて い な い許 認 可 、保 証 、 賞、 資 格 等を 使

用し て 権 威づ け よ うと す る もの  
オ  虚 偽 の内 容 を 表示 す る もの  
カ  国 家 資格 等 に 基づ か な い者 が 行 う療 法 等  
キ  投 資 信 託等 の 広 告で 、 元 本等 が 保 証さ れ て いる か の よう に

誤認 さ せ る表 現 の もの  
ク  自 己 の 供給 す る 商品 等 に つい て 、 これ と 競 争関 係 に ある 特

定の 商 品 等を 比 較 対象 商 品 等と し て 明示 又 は 暗示 す る もの   
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ケ  商 品 等 の内 容 又 は取 引 条 件を 比 較 する も の で、 二 重 価格 表

示が あ る もの 及 び 第三 者 が 推奨 又 は 保証 す る 記述 が あ るも の  
コ  他 人 名義 の 広 告  
サ  外 国 に 本校 又 は 本部 の あ る学 校 の 日本 校 等 で、 学 校 教育 法

に 基づ く 学 校で は な いに も か かわ ら ず 、そ の 旨 表示 さ れ てい

ない も の  
シ  国 、 地 方公 共 団 体そ の 他 公共 の 機 関が 、 広 告主 又 は その 商

品 やサ ー ビ スな ど を 推奨 、 保 証、 指 定 等を し て いる か の よう

な 表現 の も の（ 国 、 地方 公 共 団体 そ の 他公 共 の 機関 が 別 に認

証等 を 行 って い る 商品 や サ ービ ス 等 に係 る も のを 除 く。）  
ス  そ の 他 消費 者 を 誤認 さ せ るお そ れ のあ る 表 示又 は 表 現（ 編

集 記事 と ま ぎら わ し い体 裁 ・ 表現 で 、 広告 で あ るこ と が 不明

確な も の を含 む 。） を 含 むも の  
（９ ） 青 少年 の 保 護及 び 健 全育 成 の 観点 か ら 適切 で な いも の 。 例え

ば、 次 の よう な も のを い う 。  
ア  水 着 姿 、下 着 姿 及び そ の 他日 常 生 活上 必 要 と思 わ れ る以 上

に肌 を 露 出し て い るも の  
イ  暴 力 や犯 罪 を 肯定 し 助 長す る よ うな 表 現  
ウ  残 酷 な描 写 な ど、 善 良 な風 俗 に 反す る よ うな 表 現  
エ  暴 力 又は わ い せつ 性 を 連想 ・ 想 起さ せ る もの  
オ  ギ ャ ンブ ル 等 を肯 定 す るも の  
カ  そ の 他、 兵 庫 県青 少 年 愛護 条 例 （昭 和 38 年兵 庫 県 条例 第

17 号 ）で 規 制さ れ る もの  
（ 10）そ の 他広 告 掲 載の 対 象 とし て 適当 で な いと 市 長 が認 め る もの 。 

例え ば 、 次の よ う なも の を いう 。  
ア  品 位 を損 な う 表現 の も の  
イ  詐 欺 的な も の 、又 は い わゆ る 不 良商 法 と みな さ れ るも の  
ウ  私 設 私書 箱 、 電話 代 行 サー ビ ス 等に 関 す るも の  
エ  投 機 を著 し く あお る 表 現の も の  
オ  債 権 取立 て 、 示談 引 受 け等 に 関 する も の  
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カ  占 い 、運 勢 判 断等 に 関 する も の  
キ  通 貨 又は 郵 便 切手 の 複 写を 使 用 する も の  
ク  謝 罪 、釈 明 等 のも の  
ケ  尋 ね 人、 養 子 縁組 等 の もの  
コ  暴 力 団 又は 暴 力 団の 構 成 員を 賞 揚 若し く は 鼓舞 し 、 又は 暴

力団 排 除 活動 に 異 論を 唱 え る内 容 を 含む も の  
サ  非 科 学 的又 は 迷 信に 類 す るも の で 、利 用 者 を惑 わ せ たり 、

不安 を 与 える お そ れの あ る もの  
シ  デ ザ イ ン及 び 色 彩が 著 し くけ ば け ばし く 、 広告 媒 体 との 調

和を 損 な うと 認 め られ る も の  
ス  国 内 世論 が 大 きく 分 か れて い る もの  
セ  市 の 広告 事 業 の円 滑 な 運営 に 支 障を き た すも の  

（広 告 の 表示 内 容 に関 す る 業種 ご と の個 別 基 準）  
第６ 条  広告 の 表 示内 容 に つい て 、 法令 に よ り広 告 の 制限 を 受 ける

業種 等 に つい て は 、そ の 規 定の 範 囲 内で 表 示 する こ と 。  
（広 告 媒 体ご と の 基準 ）  
第７ 条  この 基 準 に規 定 す るも の の ほか 、広告 媒 体 の性 質 に 応じ て 、

広告 内 容 及び デ ザ イン 等 に 関す る 個 別の 基 準 が必 要 な 場合 は 、 別

途基 準 を 作成 す る こと が で きる 。  
（そ の 他 ）  
第８ 条  この 基 準 に定 め る もの の ほ か、 そ の 他必 要 な 事項 は 、 別に

定め る 。  
附  則  
（施 行 期 日）  

この 基 準 は、 平 成 ２０ 年 ４ 月１ 日 か ら施 行 す る。  

 


